
 

委託契約書（案） 

 

大仙市（以下「発注者」という。）と（以下「受注者」という。）とは、次の条項により除排雪業

務に関する委託契約を締結する。 

 

１ 業 務 名  〇〇地域除排雪および道路欠損部簡易補修業務委託（地域維持型ＪＶ） 

２ 委託箇所  大仙市 〇〇地域  

３ 委託期間  令和 ７年１１月１日 から 令和８年３月３１日 まで 

４ 委 託 料  業務委託料は、除雪機械、排雪機械、凍結防止剤散布車等の機械器具（以下「除排

雪機械」という。）ごとに別表１に定めた稼働単価に実稼働時間を乗じた額（以下

「稼働費」という。）、固定費、待機補償料、別表２に定めた袋詰凍結防止剤積込

単価に凍結防止剤散布車への実積込袋数を乗じた額、別表２に定めた道路維持パト

ロール単価のうち、実施したパトロール距離数に応じた額（委託期間内の総パトロ

ール距離数は除排雪路線延長×８を限度とする）及び調査職員が必要と認める費用

の合計額に消費税及び地方消費税の額を加算した額とする。 

排雪専用機械を用いた運搬排雪作業の業務委託料は、別表３に定めた稼働単価に実

稼働時間を乗じた額に消費税及び地方消費税の額を加算した額とする。 

５ 契約保証金 免除 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、本契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書等（除排雪

業務委託共通仕様書、除排雪用建設機械貸付仕様書、道路除排雪業務委託費積算基準、除雪情報提供

システム用ＧＰＳ端末等貸付仕様書、道路欠損部簡易補修業務仕様書（以下「仕様書」という。））

に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書等を内容とする除排雪業務の委

託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、発注者からの指示による出動のほか、降雪が出動基準に達し交通に支障がある場合な

ど、受注者自らが情報を収集のうえ、発注者に判断を仰ぎ出動した場合は、速やかに遂行し完了さ

せるものとし、発注者は、受注者からの完了報告を受けて、その委託料を支払うものとする。 

３ 施工方法その他、業務を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）につ

いては、この契約書及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定

める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならな

い。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書等における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89号）及び

商法（明治 32年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 
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10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

11 発注者は、この契約に基づくすべての行為を除排雪業務共同企業体の代表者に対して行うもの

とし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のす

べての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づ

くすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならな

い。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

（再委託等） 

第３条 受注者は、業務委託の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により

発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

（調査職員） 

第４条 発注者は、除排雪業務の履行について監督を行う調査職員を定めたときは、書面をもって受

注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。 

２ 調査職員は、この契約並びに「仕様書」に定められた事項の範囲内において、必要な調査を行い、

次条に規定する管理技術者に対し指示を与える等の職務を行う。 

（管理技術者） 

第５条 受注者は、業務委託の実施について、受注者に代わって業務を履行する現場作業員を指揮監

督する管理技術者を配置し書面で発注者に通知しなければならない。 

（貸付機械） 

第６条 発注者から受注者へ貸付する除排雪機械器具等（以下「貸付機械」という。）の名称、規格

又は性能、数量は、別表１に定めるところによる。 

２ 受注者が契約目的に使用する限りにおいて貸借料は無料とするが、受注者の責による損傷が発

生した場合の修理費等については受注者が負担するものとする。なお、損傷が発生した場合にはそ

の発生状況および損傷の程度を発注者に報告するものとする。 

３ 受注者は、貸付機械を善良な状態で保管しなければならない。 

４ 受注者は、業務委託を完了した場合、又は契約が解除された場合は、発注者の指定する期日まで

に貸付機械を返還しなければならない。なお、返還の際に著しい損傷があった場合には受発注者間

で状況調査を行い、受注者の過失が認められた場合には改善指示書による指導の対象とする。 

（借上機械） 

第７条 排雪業務において、発注者が受注者から借り受ける除排雪機械器具等（以下「借上機械」と

いう。）の名称、規格、稼働単価は別表３に定めるところによる。 

２ 別表３に掲げる借上機械は、排雪業務のみに使用することができ、除雪業務に使用することはで

きない。 

（損害のために必要が生じた経費の負担） 

第８条 業務委託により発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）により生じた必要経費は、

受注者が負担するものとする。 

（除雪情報提供システム稼働環境の整備） 

第９条 受注者は、事務所及び除排雪機械において、大仙市除雪情報提供システム（以下「除雪シ

ステム」という。）を稼働させるため、必要な設備や環境等を整備するものとする。 

（ＧＰＳ端末等の搭載及び稼働状況公開の承諾） 
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第１０条 受注者は、位置情報を発信するＧＰＳ端末及びＧＰＳロガー（以下「ＧＰＳ端末等」とい

う。）を除排雪機械に搭載すること及び発注者が導入する除雪システムにより除排雪作業中の稼働

状況等の情報についてインターネットを通じて公開することを承諾するものとする。 

（ＧＰＳ端末等の貸付） 

第１１条 発注者から受注者へ貸付するＧＰＳ端末等の名称、規格又は性能、数量は、貸付時に明

細書の定めるところによる。 

２ 受注者が契約目的に使用する限りにおいて貸借料は無料とするが、受注者の責による損傷が発

生した場合の修理費等については受注者が負担するものとする。 

３ 受注者は、貸付ＧＰＳ端末等を善良な状態で管理しなければならない。 

４ 受注者は、業務委託を完了した場合、又は契約が解除された場合は、発注者の指定する期日まで

に貸付したＧＰＳ端末等を返還しなければならない。 

（除雪業務の確認等） 

第１２条 受注者は、稼働日の翌日（大仙市の休日を定める条例（平成 17年 3月 22日条例第 10号）

第１条の休日にあたる場合（以下「休日」という。）は、その翌日）までに除雪システムで除雪機

械の稼働状況を確認のうえ日締め処理を行うものとする。 

２ 発注者は、前項で日締め処理された内容を審査し、その都度履行を確認するものとする。また、

必要と認めるときは、業務委託の実施状況を現地で調査するものとする。 

３ 受注者は、前項の現地調査の結果、手直し作業を命ぜられたときは、遅滞なく当該作業を行い、

発注者の再調査を受けなければならない。 

４ 前項の手直し作業に要した稼働時間は、業務委託料の支払いの対象にしない。 

（排雪業務の確認等） 

第１３条 受注者は、排雪業務を行う必要がある場合には、事前に排雪作業計画書を作成し、発注者

の承諾を得なければならない。 

２ 発注者は、前項の計画書が提出されたときは遅滞なく内容を審査するものとする。 

３ 受注者は、排雪業務が終了したときには、遅滞なく実績報告書を提出しなければならない。 

４ 発注者は、実績報告書の内容を審査し、その都度履行を確認するものとする。また、必要と認め

るときは、業務委託の実施状況を現地で調査するものとする。 

５ 受注者は、前項の現地調査の結果、手直し作業を命ぜられたときは、遅滞なく当該作業を行い、

発注者の再調査を受けなければならない。 

６ 前項の手直し作業に要した稼働時間は、業務委託料の支払いの対象にしない。 

（実績検査） 

第１４条 発注者は、除雪システムにより集計された除雪業務の稼働実績について次の各号に定め

るところにより検査しなければならない。 

（１）除雪業務については、各月分について翌月５日までに行うものとする。 

（２）排雪業務については、１件の排雪作業計画書毎に実績確定の日から５日以内に行うものとす

る。 

（業務委託料の支払） 

第１５条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の支払

いを請求するものとする。 

２ 除雪業務の稼働費の算定は、機械毎に１ヶ月の稼働時間の合計に単価を乗じて得た額とし、排雪

業務の稼働費の算定は、機械毎に１件の排雪計画の稼働時間の合計に単価を乗じて得た額とする。
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なお、これら金額に１円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 

 この他、除雪業務及び排雪業務の稼働時間に係る最少時間単位を５分単位とする。 

３ 固定費は、除排雪機械の稼働の有無にかかわらず別表１に定めた固定費の額を１１月請求分よ

り毎月定額で支払うものとし、固定費の対象となる除排雪機械は前年度の稼働実績等を勘案し発

注者が指定する。 

４ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、その日から起算して３０日以内に支払わな

ければならない。 

（基本待機補償料) 

第１６条 別表１に定める基本待機時間に待機補償単価を乗じた金額を基本待機補償料とする。 

２ 基本待機補償料の対象となる除排雪機械は、前年度の稼働実績等を勘案し発注者が指定する。 

３ 受注者は、基本待機補償料に１０分の５を乗じて得た額の範囲内の額の前払金の支払いを発注

者に請求することができる。 

４ 受注者は、次表に定める基準日において前条第２項の規定による月別稼働費時間の累計が基本

待機時間に月別上限率を乗じた時間（以下「月別上限時間」という。小数点未満切捨）に満たな

い場合は、その満たない時間（以下「待機補償時間」という。）に待機補償単価を乗じた額を待

機補償料として次表の定めにより請求することができる。 

基準日 月別上限率 請求時期 

１２月３１日 ６０％ １２月分の業務委託料の請求日 

１月３１日 ８０％ １月分の業務委託料の請求日 

２月２８日 ９０％ ２月分の業務委託料の請求日 

３月３１日 １００％ ３月分の業務委託料の請求日 

５ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、その日から起算して３０日以内に支払わな

ければならない。 

６ 第３項の前払金及び第４項の待機補償料は、翌月の請求において精算するものとし、精算額に不

足が生じた場合は、稼働費の一部に充当するものとする。 

（契約内容の変更） 

第１７条 発注者は受注者と協議の上、必要があると認めるときは、業務委託料、履行期間、その他

の契約内容を変更することができる。 

（業務の中止） 

第１８条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部

又は一部を一時中止させることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、

履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増

加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければ

ならない。 

（発注者の解除権） 

第１９条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）出動指示に達した場合、また達すると予想される場合に、その責に帰すべき理由により、速

やかな除雪業務の遂行が行われないとき、又は所定の時間帯までに除雪業務を完了すること

ができないことが明らかと認められるとき。 

（２）規定する任意保険に加入しないとき。 
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（３）(１)(２)に掲げるもののほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することがで

きないと認められるとき。 

（４）プロポーザル提案書の内容の履行が不可能と判断されるとき。ただし、プロポーザルによる

契約でない場合は、対象としない。 

 （５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２項に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると

認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

 （６）受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号におい

て同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  イ 役員等（受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者

が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託等の契約を締結する事務所の代

表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団又は

暴力団員であると認められるとき。 

  ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

  ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。 

  ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

ると認められるとき。 

  ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

  ヘ 再委託契約又はその他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方

としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を

求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者は、受注者がこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。 

３ 発注者は、第１項又は２項の規定により契約を解除したときは、業務委託の終了した部分を確認

し、相応する業務委託料を支払わなければならない。 

４ 第１項又は２項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料（業

務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料）の１０分の１に相当する額を違約金とし

て発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（完了検査） 

第２０条 受注者は、業務が完了したときは、業務委託完了届を提出し発注者の検査を受けなければ

ならない。 

（契約外の事項） 

第２１条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に

応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 
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上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項

によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

また、受注者は別紙除雪等業務共同体協定書により、契約書記載の業務を共同連帯して履行するも

のとする。 

 

本契約の証として、本書２通を作成し各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

                  発注者 住所 大仙市大曲花園町１番１号 

                      氏名 大仙市 

大仙市長 老 松 博 行  印 

 

 

受注者 氏名  

代表者  氏名   

  印 

 

構成員  氏名   

  印 

 

構成員  氏名   

  印 

 

構成員  氏名   

  印 

 

構成員  氏名   

  印 

 

 

 


